
 

 

 

令和２年７月豪雨で発生したがけ崩れへの対策について 

 

令和２年１０月２７日 

砂 防 課 
 

 

１ 要旨 

 令和２年７月豪雨により発生したがけ崩れ箇所において，再度災害防止を図るため，崩壊規模

や保全対象家屋数など一定の要件を満たす６箇所（県事業２箇所，市町事業４箇所）について，

災害関連緊急事業等を実施する。 

（国土交通省 HP：https://www.mlit.go.jp/river/sabo/jirei/r2dosha/r2doshasaitop.html） 

 

 

２ 被災状況及び事業内容 

(1) 県事業（災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業） 
 

地 区 名 引野町
ひきのちょう

626 地区 畑賀
は た か

１丁目２地区 

施工場所 福山市引野町 広島市安芸区畑賀１丁目２ 

発 生 日 令和２年７月８日 令和２年７月 14 日 

崩壊規模 幅 22ｍ，高さ 18ｍ 幅 24ｍ，高さ８ｍ 

保全対象 人家８戸 人家 11 戸 

対策工法 法面工（法枠工・鉄筋挿入工） 法面工（法枠工・鉄筋挿入工） 

事 業 費 約 69,000 千円 約 49,000 千円 

 
 

(2) 市町事業（災害関連地域防災がけ崩れ対策事業） 

地 区 名 大附
おおづけ

下
した

地区 柿ノ木
か き の き

田
だ

２地区 堀
ほり

２号２地区 みくまり三丁目地区 

施工場所 
江田島市 

沖美町三吉 

江田島市 

江田島町小用 

江田島市 

大柿町大原 
府中町桜ケ丘 

発 生 日 令和２年７月６日 令和２年７月７日 令和２年７月 14 日 令和２年７月 14 日 

崩壊規模 幅 20ｍ，高さ６ｍ 幅 10ｍ，高さ 10ｍ 幅６ｍ，高さ 11ｍ 幅８ｍ，高さ８ｍ 

保全対象 人家２戸 人家２戸 人家２戸 人家３戸 

対策工法 
法面工 

（法枠工・鉄筋挿入工） 

法面工 

（法枠工・鉄筋挿入工） 

法面工 

（法枠工・鉄筋挿入工） 

法面工 

（法枠工・鉄筋挿入工） 

事 業 費 約 35,000 千円 約 24,000 千円 約 19,000 千円 約 19,000 千円 

 

 

３ 今後の予定 

市町と連携し，早期の事業完了に努める。 

 

 

資料番号 ５ 

－1－ 



 

 

【参考】 

 

県事業（災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業）の概要 

 

根拠法：急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第 12 条，第 21条 

所管省：国土交通省砂防部 

採択基準（抜粋）：風水害・震災等に伴い発生した崩壊等のうち，次に該当するもの 

・がけ高 １０ｍ以上 

 （人家等に実際に被害があったものについては５ｍ以上） 

・保全対象家屋 人家５戸以上又は公共的建物 

・１箇所の事業費が１，５００万円以上 

      負担割合※１： 国 4.875/10，県 4.875/10，市町 0.25/10※２ 

            国 4.75/10，県 4.75/10，市町 0.5/10※２ 

            国 4.5/10，県 4.5/10，市町 1/10※２ 

            国 4.0/10，県 4.0/10，市町 2/10※２ 

※１ 斜面の高さや公共施設の有無等により決定される 

※２ 市町により地元に受益者負担金の負担を求める場合あり 

 

 

市町事業（災害関連地域防災がけ崩れ対策事業（地がけ事業））の概要 

 

根拠法：地方財政法第 16 条 

所管省：国土交通省砂防部 

採択基準（抜粋）：激甚災害に伴い発生した崩壊等のうち，次に該当するもの 

・がけ高 ５ｍ以上 

・保全対象家屋 人家２戸以上又は公共的建物 

・１箇所の事業費が６００万円以上 

負担割合：政 令 市  国 5/10，県 0，   市 5/10 

その他市町 国 5/10，県 2.5/10，市町 2.5/10 
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